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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月2日(2018.8.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カゼイン加水分解物を含有する、難消化デキストリンによる食後血糖値の上昇抑制を促
進させる剤。
【請求項２】
　前記カゼイン加水分解物の分子量が、１０００ダルトン以下である、請求項１に記載の
剤。
【請求項３】
　前記カゼイン加水分解物の分解率が、２０～３０％である、請求項１又は２に記載の剤
。
【請求項４】
　前記カゼイン加水分解物に含まれる全アミノ酸の質量合計に占める遊離アミノ酸の質量
合計の割合が、１０質量％以下である、請求項１から３のいずれか一項に記載の剤。
【請求項５】
　次の（ａ）乃至（ｄ）を満たす難消化デキストリンとカゼイン加水分解物とを含有する
血糖値上昇抑制剤：
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　（ａ）前記カゼイン加水分解物の分子量が、１０００ダルトン以下、
　（ｂ）前記カゼイン加水分解物の分解率が、２０～３０％、
　（ｃ）前記カゼイン加水分解物に含まれる全アミノ酸の質量合計に占める遊離アミノ酸
の質量合計の割合が、１０質量％以下、
　（ｄ）前記難消化デキストリンと前記カゼイン加水分解物とが質量比で、
難消化デキストリン：カゼイン加水分解物＝１０：０．００１～１：１
の割合で含有する。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれかに記載の剤又は請求項５に記載の血糖値上昇抑制剤が機能性食
品の形態で提供されるものである、請求項１～４のいずれかに記載の剤、又は請求項５に
記載の血糖値上昇抑制剤。
【請求項７】
　請求項５に記載の血糖値上昇抑制剤を含有し、血糖値上昇抑制の用途が表示された飲食
品。
【請求項８】
　次の（ａ）乃至（ｄ）を満たす難消化デキストリンとカゼイン加水分解物とを含有する
血糖値上昇抑制用飲食品：
　（ａ）前記カゼイン加水分解物の分子量が、１０００ダルトン以下、
　（ｂ）前記カゼイン加水分解物の分解率が、２０～３０％、
　（ｃ）前記カゼイン加水分解物に含まれる全アミノ酸の質量合計に占める遊離アミノ酸
の質量合計の割合が、１０質量％以下、
　（ｄ）前記難消化デキストリンと前記カゼイン加水分解物とが質量比で、
難消化デキストリン：カゼイン加水分解物＝１０：０．００１～１：１
の割合で含有する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　前述した本技術に係る剤又は血糖値上昇抑制剤は、機能性食品の形態で提供することが
できる。
　本技術では、前述した本技術に係る血糖値上昇抑制剤を含有し、血糖値上昇抑制の用途
が表示された飲食品も提供する。
　具体的には、次の（ａ）乃至（ｄ）を満たす難消化デキストリンとカゼイン加水分解物
とを含有する血糖値上昇抑制用飲食品：
　（ａ）前記カゼイン加水分解物の分子量が、１０００ダルトン以下、
　（ｂ）前記カゼイン加水分解物の分解率が、２０～３０％、
　（ｃ）前記カゼイン加水分解物に含まれる全アミノ酸の質量合計に占める遊離アミノ酸
の質量合計の割合が、１０質量％以下、
　（ｄ）前記難消化デキストリンと前記カゼイン加水分解物とが質量比で、
難消化デキストリン：カゼイン加水分解物＝１０：０．００１～１：１
の割合で含有する、を提供する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　なお、本技術は、以下の構成を採用することも可能である。
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［１］
　カゼイン加水分解物を含有する、難消化デキストリンによる食後血糖値の上昇抑制を促
進させる剤。
［２］
　前記カゼイン加水分解物の分子量が、１０００ダルトン以下である［１］記載の剤。
［３］
　前記カゼイン加水分解物の分解率が、２０～３０％である、［１］又は［２］に記載の
剤。
［４］
　前記カゼイン加水分解物に含まれる全アミノ酸の質量合計に占める遊離アミノ酸の質量
合計の割合が、１０質量％以下である、［１］から［３］のいずれかに記載の剤。
［５］
　次の（ａ）乃至（ｄ）を満たす難消化デキストリンとカゼイン加水分解物とを含有する
血糖値上昇抑制剤：
　（ａ）前記カゼイン加水分解物の分子量が、１０００ダルトン以下、
　（ｂ）前記カゼイン加水分解物の分解率が、２０～３０％、
　（ｃ）前記カゼイン加水分解物に含まれる全アミノ酸の質量合計に占める遊離アミノ酸
の質量合計の割合が、１０質量％以下、
　（ｄ）前記難消化デキストリンと前記カゼイン加水分解物とが質量比で、
難消化デキストリン：カゼイン加水分解物＝１０：０．００１～１：１
の割合で含有する。
［６］
　［１］から［４］のいずれかに記載の剤、又は、［５］記載の血糖値上昇抑制剤が機能
性食品の形態で提供されるものである、［１］から［４］のいずれかに記載の剤、又は、
［５］記載の血糖値上昇抑制剤。
［７］
　［１］から［４］のいずれかに記載の剤、又は、［５］記載の血糖値上昇抑制剤を含む
糖尿病予防又は治療剤。
［８］
　［１］から［４］のいずれかに記載の剤、又は、［５］記載の血糖値上昇抑制剤を含有
し、血糖値上昇抑制の用途が表示された飲食品。
［９］
　難消化デキストリンとカゼイン加水分解物とが質量比で、難消化デキストリン：カゼイ
ン加水分解物＝１０：０．００１～１：１の割合で含有する［８］に記載の飲食品。
［１０］
　［１］から［４］のいずれかに記載の剤、又は、［５］記載の血糖値上昇抑制剤を使用
した血糖値上昇抑制方法。
［１１］
　［１］から［４］のいずれかに記載の剤、又は、［５］記載の血糖値上昇抑制剤を使用
した糖尿病予防又は治療方法。
［１２］
　難消化デキストリンによる食後血糖値の上昇抑制を促進させるための、カゼイン加水分
解物の使用。
［１３］
　難消化デキストリンによる食後血糖値の上昇抑制を促進させる剤の製造のための、カゼ
イン加水分解物の使用。
［１４］
　カゼイン加水分解物を使用することを特徴とする難消化デキストリンによる食後血糖値
の上昇抑制を促進させる剤の製造方法。
［１５］
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　次の（ａ）乃至（ｄ）を満たす難消化デキストリンとカゼイン加水分解物とを含有する
血糖値上昇抑制用飲食品：
　（ａ）前記カゼイン加水分解物の分子量が、１０００ダルトン以下、
　（ｂ）前記カゼイン加水分解物の分解率が、２０～３０％、
　（ｃ）前記カゼイン加水分解物に含まれる全アミノ酸の質量合計に占める遊離アミノ酸
の質量合計の割合が、１０質量％以下、
　（ｄ）前記難消化デキストリンと前記カゼイン加水分解物とが質量比で、
難消化デキストリン：カゼイン加水分解物＝１０：０．００１～１：１
の割合で含有する。
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